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平成２９年度訪問介護事業所（ヘルパーステーション）けやきの村事業計画 

 

 ヘルパーステーションけやきの村（居宅介護、重度訪問介護、訪問介護、介護予防訪問介護）

は、ホームヘルプサービスを受けられる方たち（以下「利用者」という。）の意思及び人格を尊

重し、利用者の立場に立った適切なサービスを提供し、利用者及び地域から信頼される事業所

を目指すため『社会福祉法人けやきの村事業計画』に基づき、次の事業を行います。 

 

１，事業の目的及び方針 

（１）目  的 

    利用者が地域において、その有する能力に応じてその人らしい日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、身体介護及び生活全般にわたる援助の提供を行います。 

（２）方  針 

  ① 利用者の意思及び人格、権利を尊重し、持てる能力を十分に発揮、又は維持していた

だきながら、社会参加、生き甲斐の獲得が図れるように努めます。 

  ② 利用者の尊厳を守り、ニーズを尊重し、利用者本位のサービス提供に努めます。 

 

２，運 営 管 理 

（１）サービス提供事業所としての在るべき姿を常に検討・反省し、利用者の選択に十分に応 

えることができるよう、提供するサービスの質の向上を図ります。 

（２）サービスの提供にあたっては、家族及び関係機関等との連携に努めます。 

（３）利用者に満足していただけるサービスの提供を心がけるとともに、事業収支バランスの 

均衡が図れるよう、新たな利用者の確保に努めます。 

（４）サービス提供者として、資質の高い職員の確保に努めます。 

（５）サービス提供時において、車両を使用するにあたっては、交通法規等を遵守し交通事故 

防止に努めます。 

 

３，事 故 防 止 

   サービスの提供にあたっては、利用者の健康状態及び身体状況等に細心の注意を払い、 

事故の防止に努めます。 

 

４，緊急時の対応 

   サービス提供時において、利用者に病状の急変等及び事故等が発生した場合には、迅速

かつ適切に対応するとともに、関係機関等にも速やかに報告するものとします。 

 

５，秘密の保持 

   業務上知り得た個人情報の取扱いについては、守秘義務に基づき十分な配慮を行うもの

とします。 

 

６，苦情への対応 

   サービスの提供に関する利用者からの苦情には、誠意をもって迅速かつ適切に対応する

ものとします。 

 

７，虐待への対応 

   利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制を整備する

とともに、職員に対し研修を実施し、養護者による虐待の未然防止、発見時の通報等速や

かに対応できるようにします。 
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８，サービス提供職員の健康管理 

   サービス提供職員には、健康診断を受けさせるとともに、研修等の機会を通じて健康管

理の重要性を認識させ、健康状態の管理に努めます。 

 

９，職 員 研 修 

   提供するサービスの質の向上及びサービス提供者の資質の向上のため、職員を各種研修

会に積極的に参加させるとともに、事業所内においても必要事項の研修会を適時実施する

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


